
令和８年１月２２日

支出負担行為担当官

関東森林管理局長　松村　孝典

                                      

1 件　　名　 物件番号１　ペンキ・スプレー類

※詳細については別紙仕様書及び契約条件書（売買）のとおり

2 納入期限 令和　８年　３月１２日(木)

3 納入場所 東京都江東区東陽６－１－４２

関東森林管理局　東京事務所

4 見積書等提出日時・場所

・日時 令和　８年　２月　４日（水） １３時００分まで

・場所　 関東森林管理局　経理課　企画係

〒371-8508　群馬県前橋市岩神町四丁目16-25

※郵便による提出を認めます。

5 提出書類        ・見積書

・下記８の資格を証明できる書類の写し

6 契約の締結日 見積採用の日から７日以内

7 契約条件等 別紙「契約条件書」のとおり

8 必要な資格等

9 その他   　 　　 

（担当：東京事務所　連絡調整官）

（電話：０３－３６９９－２５１２）

　令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東・甲信越地域の競争参加資格
（「物品の販売」）を有する者であること。

（１）見積書の提出前に、「オープンカウンター方式の見積依頼に係る留意事項」及び「関東森林管理局随意契
約見積心得」を必ず確認して下さい。

（２）契約条件については、別紙「契約条件書」のとおりとし、見積書を提出した場合は、これを承諾したものとみ
なします。

（３）例示品と同等の品質・規格を満たす物品で見積りする場合は、事前に担当者の了承を得てください。

オープンカウンター方式による見積合わせについて

　下記の案件について見積合わせを実施しますので、参加希望の者は期限までに見積書の提出をお願いします。

記

（見積書は消費税込みの価格で作成するものとし、必ず日付をご記入下さい。
　見積書は封緘のうえご提出ください。

※上記書類を合封して封緘し、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱書きで記載のうえ提出してください。



１．ペンキ・スプレー類

例示品

規格・品質

早瀬工業株式会社　№10

太さ10mm×長さ100m

アサヒペン　ラッカースプレー
型番：jan-set4976124265730-6

ゴールド、300m×6本入

アサヒペン　水性多用途EX
型番：459770

水性、緑、1.6L、

3 ペンキ 2

1

2
関東森林管理
局東京事務所

仕　　様　　書

番号 物品名 納入先
納入
数量

単位 種別

※種別　１規格・品質欄の規格品
　　　　２規格・品質欄の指定内容を満たす物品
　　　　３規格・品質欄の例示品又は例示品と同様の品質・規格を満たす物品

※種別が３となっている物品のうち、同等品となる場合には、見積提出前に担当者の確認を得ることとす
る。

※詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打合せすること。
連絡先：０３－３６９９－２５１２

3

3

3缶

耐水紙ひも/
ケミカロープ

4 玉

スプレー 2 個



契 約 条 件 書（売買）

l この契約条項において支出負担行為担当官を甲とし、見積書提出者(又は見積者)を乙

と呼称する。

2 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲の検査を受け、これに合格し

たときをもって引渡しを完了したものとする。

甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。

3 検査に不合格のものがあったときは、納入期限内又は甲の指定した期限内に代品と引

換え納入して甲の検査を受ける。この場合は前項の条件を適用する。

4 乙は納入期限までに物品を納入することができないときは、すみやかに納入期限の延

長を申し出るものとする。

5 乙は天災その他不可抗力による場合のはか納入期限までに物品を納入できないとき

は、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞

違約金を甲に支払うものとする。

6 乙は物品の引渡しを完了したときは、売買代金の支払を請求することができる。

7 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとし、甲の責に

帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当

該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決

定された率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。

8 引渡し完了後1年以内に契約物品にかくれたかしがあった場合は、乙は甲の指示に従

い、代品と引換え又は補修費を負担するものとする。

9 甲は乙がこの契約に関し義務不履行・不正行為があったと認めたとき、又は乙の都合

により解約を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。こ

の場合に乙は、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する違約金を甲に支払う

ものとする。

10 前各項のほか定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定めるもの

とする。

11 この契約について紛争を生じたときは、甲・乙協議して定める第三者の調停によっ

て解決するものとする。



様式第１号（第３条） 

 

              見    積    書 

 

                             令和  年  月  日 

 

   支出負担行為担当官 

   関東森林管理局長 松村 孝典 殿 

                      （見積人） 

                      住    所 

 

                      商号又は名称           

                      代表者氏名 

                      （代理人） 

                      氏    名           

 

 

 

 

  ￥．              （税込み） 

  （内訳） 

    小 計            円 

消費税（10％）        円 

 

   ただし 第１号物件 ペンキ・スプレー類の代金 

上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。 

 

 

 

（注意事項） 

１ 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。 

２ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。 

３ なお任意の見積書を使用する場合は、見積心得等発注者が示す条件等を承知の上、見 

積書を提出したものとする。 



会社名

住所

連絡先

件名

番号 例示品 提案品

提案書

支出負担行為担当官

関東森林管理局長　松村　孝典

下記同等品として提案いたします。

公告日　　　令和　　年　　月　　日


